
山梨県町村議会広報研究協議会会則
昭和５１年 ６月１６日制定 昭和５２年 ６月１４日改正

昭和６２年 ５月２７日改正 平成 ７年 ６月 ８日改正

平成１５年 ６月３０日改正 平成１７年 ６月 ２日改正

平成２９年１１月２７日改正

（名称及び事務所）
第１条 本会は、「山梨県町村議会広報研究協議会」と称し、事務所を山梨県町村議会議長
会内に置く。

（会の目的）
第２条 本会は、町村議会独自の広報活動を通じて、住民を代表する審議、議決機関として
の議会の機能を高め、もって健全な民主的地方自治を発展させるため、相互に交流、研究、
協議することを目的とする。

（会の組織・構成）
第３条 本会は、山梨県内の町村議会をもって組織し、各町村の代表者（議会広報編集委員
長等）で構成する。

（事 業）
第４条 本会は、第２条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 町村議会広報の発行を促進する。
(2) 町村議会広報の内容、技術向上のための研究、研修活動。
(3) 広報及び情報・資料の収集及び提供・交換。
(4) 県、市議会など他の自治体の議会広報活動との交流、協力。
(5) 県外市町村との交流を通じ、全国規模の議会広報研究組織結成を促進する。
(6) その他必要と認める事業。

（役 員）
第５条 本会に次の役員を置く。
(1) 会 長 １名
(2) 副 会 長 ２名

２ 役員は、町村議会広報編集委員長会議において選任する。
３ 役員の任期は、２年とする。
４ 前項の任期は、２年後の年度最初の町村議会広報編集委員長会議の日において満了する
ものとする。

５ 役員に欠員が生じた場合は、前任者が所属していた議会の後任の代表者を町村議会広報
編集委員長会議において役員に選任したものとする。

６ 前項の規定により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
（会 議）
第６条 本会は、必要に応じ町村議会広報編集委員長会議を開き、役員選任、会則の改正、
事業計画など会の運営について協議決定する。

（補 則）
第７条 この会則に定めのない事項は、町村議会広報編集委員長会議の決定による。
附 則
この会則は、平成１７年６月２日から施行する。
附 則
この会則は、平成２９年１１月２７日から施行する。


